
  

別記様式 

会   議   録 

会議の名称 第１回鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会 

開催日 平成２７年８月８日（土） 

開催時間  午前１０時 開会・午前１２時 閉会 

開催場所 鴻巣市役所 第二庁舎 ２階 会議室 

議長（委員長 

・会長） 

氏  名 

 

会長 矢部 保雄 

出席者（委員）

氏  名 

（出席者数） 

 矢部 保雄（会長）千葉 一安（副会長） 秋葉 寿美子 

水野 雅雄  新井 聡恵  奥木 美恵子  菅間 幸子 

島村 伸之  伊藤 幸久  中田 周誠   大原 敏昭 

武井 浩之  森田 博子  佐藤 芳隆 （１４名） 

欠席者（委員）

氏  名 

（欠席者数） 

  
松谷 裕美（１名） 

事務局職員 

 

職 氏 名 

教育総務部長 田中 潔   学校教育部長 牧田 卓司 

教育総務部副部長 加藤 薫 学校教育部副部長 服部 幸司 

教育総務課長 村田 弘一  教育総務課副課長 川嶌 利徳 

教育総務課副課長 岡田 和弘 教育総務課主査 木村 貴俊 

生涯学習課副主査 樋口 則子 

傍聴の可否 

（傍聴者数） 

 

可（２名） 

会 

議 

次 

第 
１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ 市長挨拶 

４ 審議会委員の紹介 

５ 事務局職員の紹介 

６ 会長、副会長の選出 

７ 会長挨拶 

８ 諮問書の交付 

９ 議事 

 （１）鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会傍聴規程（案）について 

 （２）鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え

方について 

 （３）諮問事項について 

 （４）その他 

１０ 閉会 



  

会
議
の
内
容 

≪決定事項など≫ 

・会長に矢部委員、副会長に千葉委員を選出した。 

・審議会については原則公開とし、鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会傍

聴規程を、案に基づき決定。 

・鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方を事

務局より説明し、これにより進めていくことを決定。 

・諮問事項について事務局より説明し、今後の継続審議事項としていくこと

で決定。 

・その他において、今後、地域ごとに班編成し、班別審議を経て地元での意

見交換会を実施していくことで決定。 

 

≪主な意見≫ 

・国の基準に１２学級から１８学級とあるが、この審議会は先生のためなの

か、子どもたちのためなのか、との意見があり、この審議会は子どもたち

のために開くものである事、１２学級は小学校では、１学年２学級であり

クラス替えができ、児童が多様な考えに触れ社会性の育成や切磋琢磨する

機会が増える旨、事務局より説明。 

 

・今回の適正配置案は小学校を対象としており、中学校は出ていない。適正

配置とはいえ、小さな小学校をなくすことが決まっている案では、との意見

があり、これはあくまでもたたき台としての案であり、適正配置について国

の指針も出て、まさにこれから取り組もうとしているところで、何も案がな

いと審議が進まないと考えこの案を出した事、小規模校が悪いわけではない

という事、市全体を考えた案であり、学級数だけでなく、児童生徒数も含め

総合的に考えていきたい旨、事務局より説明。 

 

・廃止するだけでなく新しい小学校・中学校も造る案もあるのではないか、 

中学校も再配置すべきなのではないか、小規模校をなくすだけでなく市全体

の再配置をすべきでは、との意見があり、諮問案の説明のなかで新校舎の建

設の案も示す予定である旨、事務局より説明。 

 

・今回の案では中学校が関わっているのは、川里中学校だけである。他の地

域で小学校と中学校を絡めて一貫教育をしていく地域はないのか、との意見

があり、川里中学校区は、県の指定を受け小中一貫教育を行っていた。この

地域をまず行って、一つのモデル地域としながら検証し、他の地域、例えば

赤見台地域などにも広げていきたい旨、事務局より説明。 

 

・川里地域は中学校が中央にありよいが、他の地域は小規模校を統合してい

くことしか案はないのか、中学校の再編を考えていないのか、との意見があ

り、中学校区も含めた論議をお願いしたい旨、事務局より説明。 

 

 

 

 

 



  

会
議
の
内
容 

・今後の意見交換会において、方向性を持って、具体的な案を示していくの

か、あるいは意見を聴く会なのか、との意見があり、地域ごとに、特性や事

情、過去の経緯が異なる。今後は、地域ごとに班に分かれ審議をお願いした

い。その審議の中でこのような特性や事情、経緯等を踏まえ、どのように意

見交換会を進めていったらよいか議論していただきたい旨、事務局より説

明。 

 

・鴻巣地域で、過去に中学校の再編をし、鴻巣北中学校や赤見台中学校、鴻

巣南中学校、鴻巣西中学校ができた経緯があるが、その時の資料があれば提

示してほしい、との意見があり、わかる範囲で調べていく旨、事務局で説明。 

 

配 布 資 料 

１ 鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置について（諮問） 

２ 鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会傍聴規程（案） 

３ 鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的

な考え方 

４ 鴻巣市立小・中学校適正規模及び適正配置について（案） 

５ 補助資料一式 

６ 班編成（案） 

 

 


